
 

 

 

 

第８回社会保障審議会児童部会 

児童虐待防止対策のあり方に関する専門委員会 

 

 

藤川委員提出資料 
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（1）健全育成事業 
施設退所児童が自立生活をする上での社会問題の発生を予防するために行う事業 
① 通信「そらまめ～る」を編集し、年間 3 回発行（1 回に付 400 通～460 通）…施設退所後概ね 5 年間発送 
② 就職予定者支援プログラム（SST）年間 13 回開催（7 月～2 月）…施設及び里親宅に入所中の中 3 生～高 3 生 

を対象 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ パソコン体験セミナー…年間４回開催（9 月～1 月）…施設入所中の中 3 生～高 3 生を対象 
参加施設 22 施設、延べ参加者数 96 人(平成 26 年度) 

④ プレゼント…初就職祝、結婚祝、出産祝、 
クリスマスプレゼント（ｶﾚﾝﾀﾞｰを発送し、ｱﾌﾀｰｹｱ事業部の電話番号、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを記載） 

⑤ フリールーム（憩いの部屋）の常設 
 
⑥ 行 事（初就職お祝会＆お楽しみ会：6 月開催・お盆休み食事会：8 月開催） 

 
 

・施設入所中から当事業部職員と顔の見える関係づ

くりの大切さを重視している 

 

ソーシャル・スキル・トレーニング(SST)の効果 

・講習内容は全て退所児童の相談事例である為現実

的である。 

 
・１５年間参加児童のアンケートを参考に試行錯誤

の中で継続した結果の今日のプログラムである 

 社会全体であなたの自立を支えていく 

～アフターケア事業部の事業概要と報告及び課題～ 

（社福)大阪児童福祉事業協会 アフターケア事業部 部長 藤川 澄代 

課題（4）施設退所児童等の円滑な自立のための居場所づくりと取組と工夫 
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月 計

4月 110

5月 155

6月 100

7月 144

8月 73

9月 100

10月 118

11月 181

12月 126

1月 158

2月 113

3月 125

合計 1503
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平成２５年度 来訪者の動向 

月別来訪者数 

年間来訪者数 

来訪内容（人） 

施設出身者 418

施設職員 208

施設在園者 116

ホームそらまめ （男女） 176

関係機関 175

雇用主 68

児童相談所 32

学生・ボランティア 30

支援企業・団体 26

里親 18

自立援助ホーム 14

メディア 5

施設出身者の家族 3

一般相談 2

行政 61

教育機関 56

弁護士 11

理事・監事 74

その他 10

合  計 1503

来 訪 者

1087

390

26

1503

フリールーム(憩いの部屋）利用

相　談

打合せ・ケースカンファレンス他

合　計
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（２）相談援助活動事業 

自立生活する上での問題解決のために行う事業 
①相談・訪問援助活動 
・来室・職場訪問・住居訪問・施設訪問 
・関係機関との連絡・訪問・調整 
・電話・Ｅメール・手紙による相談・交流 
②専門的相談援助 
・法律相談・心理相談・医療相談 
・自立相談援助・虐待防止援助 
 

平成２５年度 相談ケースの動向 

 

     
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

0000 

（人） （人） 

（人） 
月別相談者数 

月 来訪相談 相談出張

4月 30 11

5月 38 11

6月 29 6

7月 31 8

8月 6 12

9月 22 7

10月 34 8

11月 59 4

12月 33 42

1月 43 1

2月 27 7

3月 38 4

合　計 390 121

39

75

44

41

49

35

18

29

42

63

計

34

42

511

所属 来訪相談 相談出張 計

施設出身者 217 24 241

施設職員 44 0 44

施設在園者 3 32 35

雇用主 2 7 9

弁護士 1 5 6

里親 9 1 10

家族 2 0 2

ホームそらまめ（男女） 82 44 126

自立援助ホーム
(ﾎｰﾑそらまめ以外）

2 0 2

児童相談所 18 0 18

行政 3 0 3

司法 0 0 0

医療 0 8 8

教育機関 5 0 5

関係機関 1 0 1

一般相談 1 0 1

合　計 390 121 511

相談内容 来訪相談 相談出張 計

就職・職場 129 25 154

生活相談 97 29 126

法律相談 34 5 39

金銭問題 28 5 33

健康 28 11 39

家族 27 3 30

自立援助ホーム入退所 24 20 44

子育て 10 0 10

住居 7 4 11

人間関係 2 10 12

進学・進路 2 2 4

結婚・離婚 1 1 2

犯罪・事件 1 3 4

携帯電話 0 2 2

障害 0 1 1

合　計 390 121 511

相談ケース区分 相談内容区分 
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（３）調査研究事業 

①事例検討会 

②講演会、勉強会の開催他 

③研修会への参加・講師 

 

（４）就業支援事業 

  施設退所後の社会的自立の促進を図るために行う事業 

①職業紹介事業 

・職場の開拓、職場実習、就労訓練、面接等のアドバイス、就職後の定着支援等 

・職業紹介事業者として、安定した就業が困難な施設退所児童に対して、社会人としてのルールやマナーについて

再教育する。 

②キャリア教育プログラムの推進 （研修・職場見学・職場体験・職場実習） 

・リービングケアの一環として働くことの意味等職場見学･職場体験を通じて職業観の育成を行い、退所後の就労

自立のイメージづくりを行なう。（退所者は随時、施設入所者は夏休みに３ヶ所実施） 

③雇用主様への感謝懇談会の開催 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

厚生労働省 アフターサービス推進室「退所児童等アフターケア事業」 
の推進支援に関する調査報告書（2011 年 6 月）HP より 
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★課題…支援活動のエアポケットに入った子ども達への支援 
 

① 知的にボーダーラインや発達障害等を抱えている等により、施設を退所後に社会での自立生活の継続が困難に

なった退所児童の再度の受け入れ先が、保証人がいない等で住居が決まりにくい、又就労先の理解も不可欠で

ある為に就労支援も必要であるが、その支援を求めることが出来ずに繋がりにくい子ども達が多い。 
 

② 大学・専門学校等へ進学しても当然生活費確保等の為就労は求められるが、子ども達は学業とアルバイトとの

両立が難しく、つい奨学金を生活費に充てたり、中には中退してしまい奨学金の借金を背負って自活している

現実がある。 
進学生への生活支援体制が構築されていない。 
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